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資料作成日 ： 2017 年 11 月  6 日

●当資料は、当ファンドの運用状況等をお知らせすることを目的に明治安田アセットマネジメント株式会社が作成したもので

あり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 

●当資料の内容は作成時点のものであり、今後予告なしに変更されることがあります。また、資金動向、市況動向等によって

は、投資方針どおりの運用が行えない場合があります。 

●当資料中のグラフ・数値等は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではあり

ません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。 

●当資料は信頼できると判断した情報等に基づいて作成しておりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。 

フリーダイヤル 0120－565787 

（営業日の午前 9：00～午後 5：00） 

ホームページアドレス  http://www.myam.co.jp/ 

月次運用レポート

 

●ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたします

ので、必ず投資信託説明書（交付目論見書）で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 

●投資信託の信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆さまに帰属します。 

●投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく、基準価額の下落によ

り、損失を被り、元本を割り込むおそれがあります。 

●投資信託への投資にあたっては、投資家の皆さまに、購入時手数料や信託財産留保額のほか、信託財産を

通じて間接的に運用管理費用（信託報酬）、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負

担いただきます。 

●投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあり

ません。 

●投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登

録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。 

投資信託ご購入時の注意事項 



月次運用レポート 設定・運用は

作成基準日 ： 2017年10月31日

資料作成日 ： 2017年11月 6日

フ　ァ　ン　ド　概　況

【概要】 【基準価額および純資産総額】

【基準価額の騰落率】

【信託財産の状況】

※

※

【分配金の実績】

※分配金は、10,000口あたりの税引前の金額（円）　※分配金は増減したり、支払われないことがあります。

基　準　価　額　と　純　資　産　総　額　の　推　移

組　入　株　式　の　状　況

【組入上位5銘柄】 【組入上位5業種】

※組入株式評価金額合計に対する比率 ※組入株式評価金額合計に対する比率

7.43%
ソフトバンクグループ 情報・通信業

5 化学 7.15%三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.34% 1.34% 7.20%

7.61%

TOPIXの

比率 構成比 構成比

2 輸送用機器 8.82%

TOPIXの

1
2.12% 2.11% 8.83%

業種
組入

’15年3月 ’16年3月 ’17年3月’13年3月
220 240

電気機器 13.90%

組入

比率
業種

13.84%

銘柄名

220 200

設定来
累計

第10期 第11期 第12期

33.86%

340 2,220

150.26%設定来上記比率はマザーファンドへの投資を通じた対純資産総額比
です。

第13期 第14期
’14年3月

組入銘柄数

1年前比

1,263 1,261

基準価額の騰落率は分配金再投資基準価額で算出していま
す。

1.67%
5.42%

116.40%

合計 28.44%99.64% 99.66% 26.77%

ファンド TOPIX

3年前比 32.42%37.84%

差

0.72%

2017年9月末 2017年10月末

3カ月前比

1カ月前比 5.34% 5.45% △0.11%
9.78% 0.68%国内株式（現物） 97.35% 97.73%

16.01% 15.29%
9.10%

株式先物 2.29% 1.93% 6カ月前比

明治安田ＴＯＰＩＸオープン
追加型投信／国内／株式／インデックス型

設定日 2003年5月23日 2017年9月末 2017年10月末

信託報酬率 後記の「ファンドの費用・税金」参照

256
信託期間 無期限 基準価額（円）

決算日 毎年3月10日（休業日の場合は翌営業日） 純資産総額（百万円） 247
20,565 21,663

1ページ目の「当資料ご利用にあたってのご留意事項」を必ずご覧ください。
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トヨタ自動車 輸送用機器

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業

7.65%
日本電信電話 情報・通信業 1.53% 1.53% 4 銀行業
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純資産総額（百万円）〔右目盛〕

分配金再投資基準価額（円）〔左目盛〕

ＴＯＰＩＸ〔左目盛〕

※TOPIXは設定日前日を10,000として指数化しています。

※分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり、

分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものとして算出しています。



月次運用レポート 設定・運用は

作成基準日 ： 2017年10月31日

資料作成日 ： 2017年11月 6日

明治安田ＴＯＰＩＸオープン
追加型投信／国内／株式／インデックス型

 ■ ファンドの目的

 ■ ファンドの特色

◆

・

◆

◆

◆

◆

1ページ目の「当資料ご利用にあたってのご留意事項」を必ずご覧ください。

東京証券取引所市場第一部上場銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し株式の組入れを行います。

運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合があります。

株式（株価指数先物取引を含みます。）の実質組入比率は、高位を保ちます。

非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の
資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原則として信託財産総額の50％以
下とします。

明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンドへの投資を通じて、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として
運用を行います。

ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、
利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利及びＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有しま
す。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公
表の停止又はＴＯＰＩＸの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商
標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありませ
ん。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありま
せん。また、東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いま
せん。東京証券取引所は、ファンドの購入者又は公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。東京証券取引所は、当社又はファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。

明治安田ＴＯＰＩＸオープンは、明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンドへの投資を通じて、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）とは、東京証券取引所市場第一部の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社
東京証券取引所（以下、東京証券取引所といいます。）が算出、公表を行っています。東京証券取引所市場第一部
に上場しているすべての銘柄を計算の対象としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表
しています。



■ その他の留意点 
●当ファンドは東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果を目指しますが、基準価額と指数が完全に一致
するものではありません。また、投資成果が指数を連動または上回ることを保証するものではありません。 
●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売買ができ
なくなることがあります。 
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性等の利
点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等を行う場合に
は、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。 
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。 
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））
を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。 
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分配金額の全部または一
部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となり
ます。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と
比べ下落することとなります。 
 
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。 
 
  

 

 
■基準価額の変動要因 

明治安田ＴＯＰＩＸオープンは、直接あるいはマザーファンドを通じて、株式など値
動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。 
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むお
それがあります。また、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受
益者に帰属します。 
なお、ファンドが有する主なリスク等は、以下の通りです。 
＜主な変動要因＞ 

株 価 変 動 リ ス ク 

株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業

の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下

落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。 

信 用 リ ス ク 

投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等

の債務不履行が起こる可能性があります。 

また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の

業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります。 

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 

 

投資リスク 

 明治安田ＴＯＰＩＸオープン



 明治安田ＴＯＰＩＸオープン

手続・手数料等 

 

 
■お申込みメモ    

購 入 単 位 
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。 
※確定拠出年金制度を利用して購入される加入者の申込単位は、当該運営管理機関の取決めにし
たがいます。

購 入 価 額 購入申込受付日の基準価額とします。（基準価額は 1万口当たりで表しています。以下同じ。） ※基準価額は、販売会社または委託会社へお問合わせください。 

購 入 代 金 販売会社が指定する期日までに販売会社においてお支払いください。

換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。

換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額とします。

換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して４営業日目から受益者に支払います。

申 込 締 切 時 間 原則として、販売会社の営業日の午後３時までに販売会社が受付けた分を当日の申込みとします。

購入・換金申込不可日 － 

換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込みには制限を設ける場合があります。

購入･換金申込受付の
中 止 及 び 取 消 し 

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります。

信 託 期 間 無期限（2003 年 5月 23 日設定）

繰 上 償 還 
受益権の口数が 20 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者
のため有利であると認められるとき、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

決 算 日 3 月 10 日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配 

年１回決算を行い、収益分配方針に基づいて、分配を行います。 
※当ファンドには、「分配金受取りコース」および「分配金再投資コース」があります。なお、
お取扱い可能なコースおよびコース名については、異なる場合がありますので、販売会社へお問
合わせください。

信 託 金 の 限 度 額 1,000 億円

公 告 原則、電子公告により行い、ホームページ（http://www.myam.co.jp/）に掲載します。

運 用 報 告 書 決算時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します。

課 税 関 係 

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。 
※確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され
ます。

 
  



・少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）、ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合 
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、「ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定の金額
の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりま
す。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になることができるのは、
NISA（ニーサ）は満20歳以上の方、ジュニアNISA（ニーサ）は20歳未満の方で、販売会社で非課税口座を開
設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社へお問合わせください。 

・法人の場合については上記とは異なります。 
・受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方
税がかかりません。 

※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。税金の取扱いの詳細につきまして
は、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。 
 

 

■ファンドの費用・税金  

購 入 時 手 数 料 

購入価額に 2.16％（税抜2.0％）を上限として販売会社が別途定める料率を乗じて得た額とします。
詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。 
※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払い頂きます。 
※確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、購入時手数料はかかりません。

信 託 財 産 留 保 額 ありません。

運 用 管 理 費 用 
（ 信 託 報 酬 ） 

・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年 0.648％（税抜 0.6％）
の率を乗じて得た金額とします。運用管理費用（信託報酬）の実質的な配分は次のとおりです。
（配分） 料率（年率） 役務の内容

委託会社 0.2808％ 
（税抜 0.26％）

ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成
等の対価

販売会社 0.27％ 
（税抜 0.25％）

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価

受託会社 0.0972％ 
（税抜 0.09％）

ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等
の対価

合  計 年 0.648％ 
（税抜 0.6％） 

運用管理費用（信託報酬） 
＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率 

 
・上記の運用管理費用（信託報酬）は毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末また
は償還時に信託財産から支払われます。

そ の 他 の 
費 用 ・ 手 数 料 

・信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年 0.0054％（税抜 0.005％）を
支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプ
ション取引等に要する費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財
産でご負担いただきます。 
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を
表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更され
る場合があります。

※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 
  

・税金は表に記載の時期に適用されます。 
・下記の表の税率は個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 

分配時 所得税及び 
地方税

配当所得として課税します。 
普通分配金に対して········································································································ 20.315％

換金（解約）時及び 
償還時 

所得税及び 
地方税

譲渡所得として課税します。 
換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して································· 20.315％

投資者が直接的に負担する費用 

投資者が信託財産で間接的に負担する費用 

ファンドの税金 

時 期 項 目 税 金 
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【委託会社その他の関係法人の概要】 

●委託会社（委託者）  明治安田アセットマネジメント株式会社 

ファンドの運用の指図等を行います。 

●受託会社（受託者）  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

ファンドの財産の保管および管理等を行います。 

●販売会社  下表の販売会社一覧をご覧ください。 

 
【販売会社】 
●お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。 

 販売会社名 登録番号 加入協会 

証券会社 株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 
関東財務局長（金商）第44号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 
関東財務局長（金商）第195号
商品先物取引業者 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 
日本商品先物取引協会 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 
一般社団法人日本投資顧問業協会 
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